
 
　この条例は駐車場法第２０条から２０条の３までの規定に基づき、建築物における自動車の

駐車のための施設の附置及び管理について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化

を図り、もって住民の利便に資するとともに都市機能の維持及び増進に寄与することを目的と

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢市建築物における駐車施設の附置等に関する条例による届出フロー

対象地域は商業地域又は近隣商業地域ですか？

下表の対象面積を有しますか？ 

 区分 対象面積
 ①特定用途※（共同住宅を除く）に供

する部分の床面積 区 分 ① と ② の 合 計 が

1,000 ㎡を超える面積  ②非特定用途※及び共同住宅に供する

部分の床面積の 1/2 の面積

届出は不要ですが、条例で定める技術的

基準に適合させなければなりません

 

 

条例の 対象 外

となる 建築 物

です

届出が必要です

YES

NO

NO

条例の対象となる建築物です 

（附置すべき台数等の基準については、別紙

をご覧下さい）

YES

劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用

スタジオ、公会堂、集会場。展示場、結

婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、

待合、キャバレー、カフェ、ナイトクラ

ブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング

場、体育館、百貨店その他の店舗、事務

所、病院、卸売市場、倉庫、工場及び共

同住宅 

 

特定用途以外の用途非特定用途※

特定用途※

駐車施設の設置場所は建築（改築）予定

場所の敷地内ですか？

YES

NO


